
 

                  函 総 行 

                  令和５年(2023年)１０月３１日  

 

 市議会議員 各位 

 

                                          総 務 部 長  

 

 

   参考資料の配付について 

  

 このことについて，下記のとおり資料を配付しますので，よろしくお願

いいたします。 

  

                記 

 

○   令和６年度(2024年度) 職員数の見直しについて 

 

 

 

 

 

（総務部行政改革課） 



 １　令和５年(2023年)10月30日(月) 市職労交渉分
（人）

常勤
再任用
短時間

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ ﾌﾙﾀｲﾑ

1 企画部 3 1 
･移住・人口減少対策への対応に伴う執行
 体制の強化ほか

2 総務部 3 
･災害対応等を統括する危機管理監の配置
 ほか

3 財務部 1 

4 競輪事業部 1 
･車券発売代金の増加に向けた企画・立案
 等に係る執行体制の強化

5 市民部 1 ▲ 7 1 4 
･町会活動の活性化に向けた新たな取組等
 の検討に伴う執行体制の強化ほか

6 保健福祉部 3 10 
･療育・自立支援センターにおける児童発
 達支援の執行体制の強化ほか

7 子ども未来部 4 ▲ 3 1 
･こども家庭センターの設置に伴う執行体
 制の強化ほか

8 環境部 ▲ 1 

9 経済部 1 
･ふるさと納税寄附金の増加に向けた執行
 体制の強化

10 戸井支所 ▲ 1 

11 教育委員会 ▲ 9 
･用務員業務の委託化に伴う執行体制の見
 直しほか

5 ▲ 10 13 5 

 ２　提案済み
（人）

常勤
再任用
短時間

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ ﾌﾙﾀｲﾑ

1 企画部ほか 1 
･新幹線の函館駅乗り入れの調査検討の実
 施に伴う執行体制の強化ほか

1 0 0 0 

 ３　合　計（１＋２）
（人）

常勤
再任用
短時間

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ ﾌﾙﾀｲﾑ

6 ▲ 10 13 5 計

※企業会計の見直し分は，各企業においてそれぞれ対応組合へ別途提案

※消防本部において，日勤救急隊１隊の増設により正規職員５名を増員予定

計

部   課   名

増　減　数

備　　　　考正規職員 会計年度任用職員

計

部   課   名

増　減　数

備　　　　考正規職員 会計年度任用職員

令和６年度(2024年度)　職員数の見直しについて

部   課   名

増　減　数

備　　　　考正規職員 会計年度任用職員





事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直しについて 

 

 我が国においては，ロシアによるウクライナ侵略のほか，気候変動や災害問題，エネルギー・食料問題を含むサプライチェーンの

再構築，デフレ経済からの脱却，急速に進行する少子化への対応など国内外の課題に直面しており，こうした課題の克服に向け，国 

では，「新しい資本主義」を掲げて，構造的賃上げの実現や人への投資の強化などの取組みを進めることとしており，その中でも少 

子化対策・こども政策を抜本的に強化し，少子化傾向を反転させていくこととしております。 

 

本市においては，まちの活力を維持・発展させ，いつまでも住み続けたいまち，選ばれるまちであるためには，加速する人口減少 

への対応が喫緊の課題であり，この難局を乗り越えていくために，市長が本部長となる人口減少対策本部を設置し，総合的かつ効果

的に対策を進めていくことから，必要な体制を構築するとともに，将来にわたって持続可能な行財政運営を確立するために，令和４

年度(2022年度)に策定した「函館市行財政改革推進プラン（2022～2026）」に基づき，職員一人ひとりが行財政運営の現状や課題に

対し危機意識を持ち，各種業務や事業の改善を図りながら，様々な取組みを進めることとしております。 

 

 つきましては，全ての職員が本市を取り巻く現状や課題を共有したうえで，個々の能力を十分に発揮し，活躍できるよう，職員の

能力開発のほか，多様な雇用形態の活用を進めるなど，創意と工夫をこらした取組みを行うことが重要であると考えており，令和６

年度(2024年度)の事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直しについて，別紙のとおり提案いたしますので，貴職のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 
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増    減    項    目 正職員数
会計年度
任　　用
職 員 数

備　　　考

企画管理課 移住促進・人口ビジョン策定業務の移管や人口減少対策への対応に伴う増 2 1

看護系大学等の設置検討業務の移管に伴う増 2

計画調整課 人口ビジョン策定業務や看護系大学等の設置検討業務の移管に伴う減 ▲ 1

3 1

総務課 国勢調査に係る調査区設定業務への対応に伴う増 1

災害対策課 危機管理監（部長職）の配置に伴う増 1

文書法制課 公文書管理条例の制定や文書管理システム等の導入に伴う増 1

3 0

税務室（資産税担当） 償却資産の適正課税に係る執行体制の強化に伴う増 1

0 1

事業課 車券発売代金の増加に向けた企画立案等に係る執行体制の強化に伴う増 1

1 0

総務部

競輪事業部

計

計

部   課   名

企画部

財務部

計

計
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増    減    項    目 正職員数
会計年度
任　　用
職 員 数

備　　　考

市民・男女共同参画課 会計年度任用職員の活用による正職員からの切り替え ▲ 1 1

町会活動の活性化に向けた新たな取組等の検討などに伴う増 2

国保年金課 レセプト２次点検業務の委託化に伴う減 ▲ 1

会計年度任用職員の活用による正職員（再任用短時間）からの切り替え 1 ※再任用▲２

銭亀沢支所 会計年度任用職員の活用による正職員（再任用短時間）からの切り替え 1 ※再任用▲１

亀田支所 会計年度任用職員の活用による正職員（再任用短時間）からの切り替え 3 ※再任用▲４

1 5 ※再任用▲７

地域包括ケア推進課 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の策定終了に伴う減 ▲ 1

高齢福祉課 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に伴う増 1

健康増進課 健康はこだて21の策定終了に伴う減 ▲ 1

障がい保健福祉課 手話言語条例および障害者コミュニケーション条例の制定に伴う増 1

障がい福祉サービスに係る相談支援等業務の体制強化に伴う増 2

第63回北海道障害者スポーツ大会の開催準備に伴う増 1

生活支援総務課 被保護世帯数の減少に伴う減 ▲ 1

はこだて療育・ 「はぐみ」と「つぼみ」の統合によるサービス提供内容の拡充に伴う増 6

自立支援センター 利用者の見守り体制の強化に伴う増 4

障害児支援利用計画の作成件数の増加に伴う増 1

3 10

部   課   名

市民部

計

計

保健福祉部
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増    減    項    目 正職員数
会計年度
任　　用
職 員 数

備　　　考

子ども企画課 子ども・子育て支援事業計画の策定に伴う増 1

子どもサービス課 会計年度任用職員の活用による正職員（再任用短時間）からの切り替え 1 ※再任用▲１

次世代育成課 放課後児童対策に係る各種課題への対応に伴う増 2 ※再任用▲２

（子ども健やか育成課） 要保護児童対策業務の移管に伴う減 ▲ 9 ▲ 5

子ども見守り・相談課 子ども見守り・相談課の新設に伴う増 1

要保護児童対策業務の移管に伴う増 9 5

4 1 ※再任用▲３

清掃事業課 し尿収集業務の執行体制の見直しに伴う減 ▲ 1

▲ 1 0

経済企画課 ふるさと納税寄附金の増加に向けたプロモーションや返礼品の強化に伴う増 1

1 0

市民福祉課 業務執行体制の見直しに伴う減 ▲ 1

▲ 1 0

教育指導課 いじめや不登校などの課題への対応に伴う増 1

小中学校 校舎等環境整備業務の委託に伴う減 ▲ 10

▲ 9 0

5 18 ※再任用▲10

計

計

計

合　　　　　計

戸井支所

教育委員会

経済部

部   課   名

子ども未来部

計

計

環境部
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令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

企 画 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

企画管理課 (8) 企画管理課 (10)
企画管理課

・各部局で実施している移住
促進に係る業務や計画調整課
から人口ビジョンの策定等の
業務を移管することで，本市
の人口減少対策の取組みを加
速させるため，担当課長１名,
主査１名，一般フルタイム会
計年度任用職員１名を配置す
るものであります。

・計画調整課から看護系大学
や看護学部に係る設置検討の
業務を移管することで，高等
教育機関や医療関係機関との
の連携を図るため，担当課長
１名，主査１名を配置するも
のであります。

係長　1 担当　2 係長　1

主査　1

(水産海洋・高等教育) (臨海研究所管理業務) (水産海洋・高等教育)

一般Ｆ　1

(移住・人口減少対策)

主査　1

(看護系大学等)

主査　2 専門Ｐ　1 主査　2 専門Ｐ　1

担当　2

(庶務) (庶務)

主査　2 主査　2

(定住・広域連合) (企画)

看護系大学等担当課長

水産海洋・高等教育担当課長 水産海洋・高等教育担当課長

(臨海研究所管理業務)

専門Ｐ　1 専門Ｐ　1

(高等教育機関連携等業務) (高等教育機関連携等業務)

移住・人口減担当課長
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令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

企 画 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

計画調整課 (7) 計画調整課 (6)
計画調整課

・企画管理課へ人口ビジョン
策定等の業務および看護系大
学や看護学部に係る設置検討
の業務を移管することから，
担当１名を削減するものであ
ります。

主査　3 担当　3 主査　3 担当　2

（計画調整） （計画調整）

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 課長 係長・主査 担当者 計 パート フルパート フル 区  分 部長 次長

4 19 2 1102 配置数 5配置数 3 8 5 16

12 2 ▲ 1 3増  減
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(統計) (統計調査業務)

担当　3

(庶務)

一般Ｆ　1

担当　2

(統計)

専門Ｐ　1 専門Ｐ　1主査　1 主査　2

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

総 務 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

係長　1 係長　1

総務課 (8) 総務課 (9)
総務課

・統計業務について，令和７
年度実施の国勢調査に係る調
査区設定業務に対応するため,
主査１名を増員するものであ
ります。 (統計調査業務)

担当　3 一般Ｆ　1

(庶務)

担当　2
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(防災業務)

(個別避難計画作成業務)

専門Ｐ　2

担当　3

災害対策課 (7)

主査　1

主査　1

主査　1

担当　3

(防災業務)

専門Ｐ　2

専門Ｐ　2
(個別避難計画作成業務)

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

総 務 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

専門Ｐ　2

総務部長 (9) 総務部長 (9)
災害対策課

・近年，大雨等による自然災
害が頻発化・甚大化している
ほか，国民保護事案へこれま
で以上に警戒するとともに，
発生した場合の対応に専門的
な知識や経験等を有する人材
が必要なことから，危機管理
監（部長職）１名を配置する
ものであります。

総務部次長 (8)

危機管理監

(計画)

(避難所・訓練)

(要支援者・自主防災組織)

総務部次長 (8)

災害対策課 (7)

主査　1

(計画)

主査　1
(避難所・訓練)

主査　1

(要支援者・自主防災組織)

8



令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

総 務 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

文書法制課 (8) 文書法制課 (9)
文書法制課

・公文書管理条例を制定する
ほか，文書管理システムおよ
び電子決裁システムを導入す
るため，担当１名を増員する
ものであります。

主査　1

担当　1

主査　1

(文書管理) (文書管理)

主査　1 主査　1

(情報公開・個人情報等）

主査　2 担当　2

(法制)

法務担当課長

内　　容 現　　　行 見　直　案

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル 係長・主査 担当者区  分 部長 次長 課長 計 パート フル

担当　2

(情報公開・個人情報等）

主査　2 担当　2

(法制)

法務担当課長

29 5 1配置数 1 1 4 9 11 26 5 1 配置数 2 1 4 10 12

3増  減 1 1 1
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税務室（資産税担当）

・償却資産の適正課税に係る
執行体制の強化を図るため，
一般パートタイム会計年度任
用職員１名を配置するもので
あります。

(土地・家屋第２部門)

資産税担当課長

一般Ｐ　1

(市税事務業務)

主査　2 担当　6 専門Ｐ　1

(土地・家屋第２部門) (市税事務業務)

(土地・家屋第１部門)

専門Ｐ　2

専門Ｐ　1

主査　2

(償却・非木造部門)

(土地・家屋第１部門)

主査　2

担当　6

担当　6

担当　3 専門Ｐ　3

(賦課部門) (市税事務業務)

主査　2 担当　4

(償却・非木造部門)

主査　2 担当　6 専門Ｐ　2

※市民税担当，納税担当は表記を省略

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

財 務 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

税務室 (99) 税務室 (99)

主査　2

主査　1 担当　3 専門Ｐ　3

(賦課部門)

担当　4

(市税事務業務)

資産税担当課長

※市民税担当，納税担当は表記を省略

主査　1

(市税事務業務)

(市税事務業務)

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル 区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル

配置数 1 3 28 67 99 17 配置数 1 3 28 67 99 18

増  減 1
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事業課

・車券発売代金の増加に向け
た企画立案のほか，他場や競
輪中央団体等との協議・折衝
業務に係る執行体制の強化を
図るため，担当課長１名を配
置するものであります。 担当　2

(計画・事業)

企画推進担当課長

(計画・事業)

事業課 (8)

係長　1

主査　1

増  減 1 1

2 3 4 94 8 配置数配置数 1 3

フル計 パート フル 区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者

主査　1

(業務)

(庶務)

主査　1

担当　2

事業課 (8)

係長　1 担当　2

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

競 輪 事 業 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

担当　2

(庶務)

主査　1

(業務)
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(町会等支援等業務) (町会等支援等業務)

町会等担当課長

市民・男女共同参画課

・庶務業務について，本格的
業務以外の業務に会計年度任
用職員を活用することにより,
担当１名を一般フルタイム会
計年度任用職員１名に切り替
えるものであります。

・町会活動の活性化に向けた
新たな取組等について検討す
るとともに，セーフコミュニ
ティの形成に向けた調査・検
討を行うため，担当課長１名,
担当１名を増員するものであ
ります。

担当　1

担当　2 専門Ｐ　1

担当　1

担当　3 専門Ｐ　1

一般Ｆ　1一般Ｆ　1

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

市 民 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

係長　1 担当　4 係長　1

市民・男女共同参画課（12） 市民・男女共同参画課（12）

一般Ｆ　1
(庶務)

主査　2 主査　2

(男女共同参画) (男女共同参画)

(町会・自治会) (町会・自治会)

担当　3

主査　1 主査　1

(庶務)
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保険料収納担当課長

参事３級(後期連合派遣)

一般Ｆ  1

主査  1

主査  2 担当  3

担当  3

(医療制度事務等受付業務)

参事３級(後期連合派遣)

専門Ｐ  1

専門Ｐ  4

専門Ｐ  1

主査  5 担当  16 専門Ｐ  4
(国民健康保険料等徴収業務)

専門Ｐ  1

(再任用短 2)

主査  1

(収納)(収納)

主査  5 担当  16

(医療制度事務等受付業務)

主査  1 担当  3
(年金制度事務等受付業務)

専門Ｐ  1

(診療報酬明細書点検等業務)

(資格)

国保年金課 (48) 国保年金課 (48)

主査　1 担当  3

保険料収納担当課長

専門Ｐ  2担当  9
(医療制度事務等受付業務)

(後期高齢)

(健診)

(年金) (年金)

(健診)

(後期高齢)

(特定健診等事務業務)

主査  2 担当  3

(年金制度事務等受付業務)

主査  1 担当  1 専門Ｐ  1 担当  1

主査  1

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

市 民 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

国保年金課

・資格担当業務について，レ
セプト２次点検業務の北海道
国民健康保険団体連合会への
委託化に伴い，専門パートタ
イム会計年度任用職員１名を
削減するものであります。

・収納担当業務について，本
格的業務以外の業務に会計年
度任用職員を活用することに
より，再任用短時間職員２名
を一般フルタイム会計年度任
用職員１名に切り替えるもの
であります。

担当  9

(国民健康保険料等徴収業務)

(特定健診等事務業務)

専門Ｐ  1

(管理)

(資格)

主査　2

専門Ｐ  1

(医療制度事務等受付業務)

担当  3

専門Ｐ  2 主査  2

(管理)
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(フロアアシスタント業務)

(戸籍住民)

(民生)

(管理)

一般Ｆ  4

一般Ｐ　1

主査  1 担当  5 一般Ｆ  1

(戸籍住民)

専門Ｐ  6
(証明書等交付業務)

専門Ｐ  2

主査  1

(管理)

(民生)

主査  1 担当  3 一般Ｆ  3

一般Ｆ  1主査  1 担当  5

亀田支所（15） 亀田支所（15）

(再任用短 3)

一般Ｆ  2

(再任用短 1)

84 20 11

担当者 計 パート フルフル 区  分 部長 次長 課長

5683 19 7 配置数

1 1 4増  減 1

係長・主査

7 21配置数 6 21 56

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート

専門Ｐ  6

専門Ｐ  2
(フロアアシスタント業務)

(証明書等交付業務)

現　　　行

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

銭亀沢支所 (6) 銭亀沢支所 (6)

主査  1

市 民 部

内　　容

主査  1 担当  3 主査  1 担当  3

見　直　案

担当  2

(再任用短 2) (再任用短 1)

担当  2

(住民)

銭亀沢支所

・管理担当業務について，本
格的業務以外の業務に会計年
度任用職員を活用することに
より，再任用短時間職員１名
を一般パートタイム会計年度
任用職員１名に切り替えるも
のであります。

亀田支所

・管理担当業務および民生担
当業務について，本格的業務
以外の業務に会計年度任用職
員を活用することにより，再
任用短時間職員４名を一般フ
ルタイム会計年度任用職員２
名，一般パートタイム会計年
度任用職員１名に切り替える
ものであります。

担当  3 一般Ｆ  3

主査  1

(住民)

(管理)

担当  1 一般Ｐ  1
(管理)

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

主査  1 担当  1 主査  1
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福祉拠点担当課長 福祉拠点担当課長

地域包括ケア推進課

・高齢者保健福祉計画および
介護保険事業計画の策定終了
に伴い，主査１名を削減する
ものであります。

担当　1(福祉拠点)

(自立支援)

(福祉拠点) 担当　1

主査　1

(自立支援)

主査　1

主査　1

担当　1 主査　1 担当　1

(医療・介護連携)

担当　2

担当　2 主査　1 担当　2

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

地域包括ケア推進課 (12)地域包括ケア推進課 (13)

(企画・管理)(企画・管理)

(支援体制)

(医療・介護連携)

主査　1 担当　2

(支援体制)

主査　1

主査　1

主査　2

主査　1
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担当　4

担当　2

担当　5

(相談支援)

専門Ｐ  1

(家族介護支援・認知症) (家族介護支援業務)

専門Ｐ  2
(高齢者・介護
 総合相談窓口業務)

(介護予防)

高齢福祉課

・高齢者の保健事業と介護予
防を一体的に実施するため，
主査１名を増員するものであ
ります。

主査　1 担当　4 主査　2

(介護予防)

高齢福祉課 (16) 高齢福祉課 (17)

(家族介護支援・認知症)

専門Ｐ  1
(家族介護支援業務)

専門Ｐ  2
(高齢者・介護
 総合相談窓口業務)

主査　1 担当　2 主査　1

主査　2 担当　5 主査　2

(相談支援)

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）
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令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

(管理栄養士業務)

(受動喫煙防止業務)

内　　容 現　　　行 見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

健康増進課 (14) 健康増進課 (13)
健康増進課

・健康はこだて２１の策定終
了に伴い，担当１名を削減す
るものであります。

主査　1 担当　1 主査　1 担当　1

(保健事業) (受動喫煙防止業務)

(歯科事業)

主査　1

(食育事業)

主査　1

(保健事業)

担当　2

担当　4

専門Ｐ　1

専門Ｐ　1

主査　1 担当　1 主査　1 担当　1

専門Ｐ　1
(一般事務補助等業務
          (障がい者))

(庶務)

(がん健診)

専門Ｐ　1

(庶務) (一般事務補助等業務
          (障がい者))

(がん健診)

主査　1 主査　1

専門Ｐ　1

(食育事業) (管理栄養士業務)

主査　1 担当　3 専門Ｐ　1

(歯科事業)

主査　1 担当　2
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嘱託医師

専門Ｐ  2
(専任員手話通訳者)

専門Ｐ  3
(障害支援区分
 認定調査等業務)

嘱託医師

障がい保健福祉課

・手話言語条例および障害者
コミュニケーション条例を制
定するため，主査１名を増員
するものであります。

・障がい福祉サービスに係る
相談支援等の業務量が増加し
ているため，担当２名を増員
するものであります。

・第63回北海道障害者スポー
ツ大会が函館市や近隣市町で
令和７年に開催するため，大
会の準備や運営に係る業務が
大幅に増加することから，主
査１名を増員するものであり
ます｡

主査　1

主査　1

障がい保健福祉課 (29) 障がい保健福祉課 (33)

担当　3

(給付管理)

(社会参加・事業)

担当　3

(ろうあ相談員業務)

専門Ｐ  1
(ろうあ相談員業務)

主査　1

(障害者スポーツ大会)

専門Ｐ  2
(専任員手話通訳者)

専門Ｐ  3
(障害支援区分
 認定調査等業務)

主査　1 担当　3

(給付管理)

主査　2 担当　3

(社会参加・事業)

主査　1 担当　5

(公費医療等)

(相談支援・精神保健)

(公費医療等)

(相談支援・精神保健)

専門Ｐ  1

専門Ｐ  2

(公費医療等事務業務)

(精神保健福祉事務業務) (精神保健福祉事務業務)

専門Ｐ  1

主査　3

専門Ｐ  1
(公費医療等事務業務)

専門Ｐ  2担当　11

主査　1 担当　5

主査　3 担当　13

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）
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令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行

主査　1 担当　4 一般Ｆ　1 主査　1 担当　4 一般Ｆ　1

専門Ｐ　1
(生活保護費返還金等徴収業務)

(管理)

主査　1 担当　2 専門Ｐ　1

(健康管理支援)

担当　2 専門Ｐ　1
(生活保護医療扶助相談指導業務)

(生活保護特別指導業務)

主査　1

(不正受給対策)

主査　1

(生活支援第１)

担当　6 専門Ｐ　1
(生活保護就労指導業務) (生活支援第１)

専門Ｐ　1
(生活保護保健指導業務)

専門Ｐ　1
(一般事務補助等業務
          (障がい者))

専門Ｐ　1
(生活保護費返還金等徴収業務)

見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

生活支援総務課 (16)

(管理)

生活支援総務課

・被保護世帯数の減少に伴い,
担当１名を削減するものであ
ります。

専門Ｐ　2

主査　1

(健康管理支援)

主査　1

生活支援総務課 (17)

(生活保護医療扶助相談指導業務)

専門Ｐ　1
(生活保護保健指導業務)

専門Ｐ　1
(一般事務補助等業務
          (障がい者))

主査　1 専門Ｐ　2

(不正受給対策) (生活保護特別指導業務)

担当　5 専門Ｐ　1
(生活保護就労指導業務)
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配置数 8 34 77 119 71 1

増  減 2 1 3 10

配置数 8 32 76 116 61 1

担当者 計 パート フル区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル 区  分 部長 次長 課長 係長・主査

主査　1 担当　2

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保 健 福 祉 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

(臨床心理士，
　　　　  看護師)

（保育士）

担当　1

主査　1 担当　7 専門Ｐ　5

(管理)

はこだて療育・自立支援センター（25）

(はぐみ)
(診療所)

(OT，ST，
　看護師，保育士)

(一般事務補助等業務
        (障がい者))

(一般事務補助等業務
        (障がい者))

専門Ｐ 13
(OT，ST，
　看護師，保育士)

専門Ｐ　4

主査　1 主査　1専門Ｐ　2 専門Ｐ　2

専門Ｐ　4
(臨床心理士，
　　　　  看護師)

専門Ｐ　3

(生活支援員，看護師)

(生活支援員，看護師)

主査　1 担当　4 専門Ｐ　2
（つぼみ）

主査　1 担当　1 専門Ｐ 14

はこだて療育・自立支援
　　　　　　　　　センター

・「医療型児童発達支援セン
ターはぐみ」と「児童発達支
援事業所つぼみ」の統合に伴
い，サービスの提供内容を拡
充することから，体制の強化
を図るため，専門パートタイ
ム会計年度任用職員６名を増
員するものであります。

・利用者の見守り体制の強化
を図るため，専門パートタイ
ム会計年度任用職員４名を増
員するものであります。

・障害児支援利用計画の作成
件数が増加していることから,
担当１名を増員するものであ
ります。

医務長

はこだて療育・自立支援センター（26）

担当　1

(管理)

主査　2 担当 11

(はぐみ･つぼみ統合)

(診療所)

（あおやぎ）

(ワークあおば)
(ライフあおば)

専門Ｐ　1

主査　1 専門Ｐ　2

(生活支援員)

(生活支援員)

(障害児相談支援業務)(障害児相談支援事業所)

(ワークあおば)
(ライフあおば)

（あおやぎ）

主査　1 担当　2 専門Ｐ　6
（ともえ）

主査　1 担当　1 専門Ｐ 16
(生活支援員，看護師)

主査　1 担当　2 専門Ｐ　7

主査　1 専門Ｐ　2

(障害児相談支援事業所) (障害児相談支援業務)

医務長

担当　1

（ともえ） (生活支援員，看護師)

主査　1 担当　2 専門Ｐ　4

(生活支援員)

専門Ｐ　1

(生活支援員)
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子ども企画課（10）

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

子 ど も 未 来 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

専門Ｐ　1

主査　1 担当　1 主査　1 担当　1

子ども企画課

・子ども・子育て支援事業計
画を策定するため，担当１名
を増員するものであります。

係長　1 担当　3

担当　1 専門Ｐ　1主査　1

係長　1 担当　3

子ども企画課（9）

(入学準備給付金等事務業務)(入学準備給付金等事務業務)

主査　1 担当　2

(私学)

(庶務)

(企画) (企画)

(私学)

(庶務)
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子どもサービス課

・指導監査業務について，本
格的業務以外の業務に会計年
度任用職員を活用することに
より，再任用短時間職員１名
を専門パートタイム会計年度
任用職員１名に切り替えるも
のであります。

主査  1 担当  9 主査  1

子どもサービス課 (15)

(認定・入退所)

一般Ｆ  1

(指導監査)

主査  1

専門Ｐ  1

主査  1

(保育料)

(保育所等支給認定・入退所業務)

(保育所給食業務等管理栄養士業務)

(再任用短 1)

専門Ｐ  1
(保育助言指導調査業務)

(サービス・給付)

主査  2

担当  9

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

子 ど も 未 来 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

(保育所等支給認定・入退所業務)

専門Ｐ  1
(幼児教育助言指導調査業務)

専門Ｐ  1
(保育料業務)

子どもサービス課 (15)

一般Ｆ  1
(認定・入退所)

(サービス・給付)

専門Ｐ  1
(幼児教育助言指導調査業務)

専門Ｐ  1
(保育料業務)

主査  2
(指導監査) (保育所給食業務等管理栄養士業務)

主査  1 専門Ｐ  2
(保育料) (保育助言指導調査業務)

専門Ｐ  4 主査  1 専門Ｐ  4

専門Ｐ  1
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専門Ｐ 60
(児童館児童厚生員業務)

専門Ｐ  5
(青少年育成補導業務)

専門Ｐ  5

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

(児童館児童厚生員業務)

主査  2 専門Ｐ  5

子 ど も 未 来 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

次世代育成課
（子ども健やか育成課）

・放課後児童対策に係る各種
課題に対応するため，再任用
短時間勤務職員２名を主査１
名，担当１名に切り替えるも
のであります。

・要保護児童対策の強化を図
るため，子ども見守り・相談
課へ要保護児童対策業務を移
管することから，主査３名，
担当６名，専門パートタイム
会計年度任用職員５名を削減
するとともに，さらなる子ど
もの健やかな育ちを推進して
いくため，課の名称を子ども
健やか育成課に改めるもので
あります。

主査  1 担当  10

(家庭児童相談員業務)

次世代育成課 (16)

担当  5

子ども健やか育成課 (9)

主査  3

(要保護児童等支援)

専門Ｐ 60

(児童館) (児童館)

(再任用短 2)

主査  1

主査  1

(青少年)(青少年) (青少年育成補導業務)
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内　　容 現　　　行 見　直　案

子 ど も 未 来 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

子ども見守り・相談課

・新たな課題であるヤングケ
アラーへの支援や増加傾向に
ある児童虐待への対応など，
要保護児童対策の強化を図る
とともに，児童福祉と母子保
健の一体的支援を行う，こど
も家庭センターを設置するこ
とから，新たに子ども見守り･
相談課を新設し，課長１名，
主査３名，担当６名，専門
パートタイム会計年度任用職
員５名を配置するものであり
ます。

主査  3 担当  6 専門Ｐ  5
(家庭児童相談員業務)

パート フル区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル

80 1配置数 3 13 24 40 79 1

1

子ども見守り・相談課 (10)

(要保護児童等支援)

増  減 1 1 2 4

配置数 4 14 26 44

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計
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4 3配置数

計 パート フル

1 4 25 3031 4 3 配置数

(不法投棄パトロール業務)

区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 計 パート フル 区  分

(不法投棄パトロール業務)

一般Ｆ　1主査　1 担当　6

一般Ｆ　1担当　5

主査　1 担当　5

▲ 1

主査　1

増  減

一般Ｆ　1主査　1 担当  13

(塵芥収集)

課長 係長・主査 担当者

主査　1

部長 次長

(適正排出)

(不法投棄)

担当　2

一般Ｆ　1

(し尿収集)

専門Ｐ　4

▲ 1

担当　2
(不法投棄)

(し尿収集)

主査　1

1 4 26

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

環 境 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

清掃事業課（30）
清掃事業課

・し尿収集業務について，業
務執行体制の見直しにより，
担当１名を削減するものであ
ります｡

清掃事業課（31）

主査　1 担当  13 一般Ｆ　1

(塵芥収集)

主査　1 担当　5 一般Ｆ　1

(適正排出)

専門Ｐ　4
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担当　2

92 配置数 1 3 5

一般Ｆ　1

担当　3 一般Ｆ　1

(産業政策)

一般Ｆ　1

一般Ｆ　1

1 1

28

増  減

4

フル 区  分 部長 次長

配置数 1 3

フル課長 係長・主査区  分 部長 次長 課長 係長・主査 パート担当者 計 パート 担当者 計

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

経 済 部
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

経済企画課 (8)
経済企画課

・ふるさと納税寄附金の増加
に向けて，プロモーションや
返礼品の強化を図るため，担
当１名を増員するものであり
ます。

経済企画課 (9)

主査　2

係長　1

担当　2

担当　2

(庶務)

主査　2

(庶務)

係長　1

(産業政策)
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戸 井 支 所
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

市民福祉課 (9) 市民福祉課 (8)
市民福祉課

・所管業務について，業務執
行体制の見直しにより，主査
１名を削減するものでありま
す。

主査　1

(福祉・衛生)

主査　1

(住民関連)

主査　1 担当　5

主査　1

(住民・民生)

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

フル計 パート フル 区  分 部長 次長 課長 係長・主査 担当者 パート計担当者

一般Ｆ　1

(税務・福祉・衛生)

(民生・税務)

主査　1

配置数 1 3

区  分 部長 次長 課長 係長・主査

1 2 5 85 9 1 配置数

担当　5 一般Ｆ　1

増  減 ▲ 1 ▲ 1

1
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令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

現　　　行 見　直　案
（関係部分掲載）

教 育 委 員 会
（関係部分掲載）

内　　容

教育指導課 (4) 教育指導課 (5)
教育指導課

・いじめや不登校などの課題
に対応する業務量が増加して
いることから，主査１名を増
員するものであります。

(指導主事補助業務)

専門Ｐ　1 専門Ｐ　1
(指導主事補助業務)

主査　1

(庶務)

指導主事　3 指導主事　3
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増  減 ▲ 91 ▲ 10

89

フル 区  分 部長・次長 課長

93 1

担当者 計 パート 担当者

58 配置数

区  分 係長・主査

配置数 1 3

計 パート部長・次長 課長 課長補佐

84

(学校司書業務)

専門Ｐ　15

小中学校 (89)

(学校事務業務)

(東部４支所用務員業務)

専門Ｐ　35

583 1 79

フル課長補佐 係長・主査

(学校司書業務)

教 育 委 員 会
（関係部分掲載） （関係部分掲載）

用務員　76 専門Ｐ　7

小中学校 (79)

用務員　66 専門Ｐ　7

調理員　13

専門Ｐ　35

専門Ｐ　15

(東部４支所用務員業務)

(学校事務業務)

調理員　13

小中学校

・校舎等環境整備業務の委託
化により，用務員10名を削減
するものであります。

内　　容 現　　　行 見　直　案

令和６年度（２０２４年度）　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し
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